東広島市小型浄化槽設置整備事業補助金交付申請書
令和　　年　　月　　日
　　　東広島市長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒　　-　　
申請者　住所　　　　　　　　　　　
　　氏名　　　　　　　　　印　

　小型浄化槽を設置したいので、東広島市小型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり補助金の交付を申請します。
　１　浄化槽の設置計画
	設置場所
	東広島市

	浄化槽の人槽
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人槽

	住宅の所有者
	１　本人　２　共有（　　　　）　３　その他（　　　　）


　２　概算工事見積額及び交付申請額
	区　　分
	概算工事
見積額
	交付申請額
	交付限度額

	浄化槽の本体の費用
	円
	円
	５人槽：３３万２,０００円
７人槽：４１万４,０００円
１０人槽：５４万８,０００円

	本体の設置工事に要する費用
	円
	
	

	みなし浄化槽の撤去等に係る工事に要する費用（雨水貯留槽として再利用する場合を含む。）(注1)
	円
	円
	雨水貯留槽に改造：１２万円
みなし浄化槽撤去：１５万円

	くみ取り槽の撤去に係る工事に要する費用(注1)(注2）
	円
(　　　基)
	円
(　　　基)
	くみ取り槽撤去：
１２万円×撤去基数
（注3）

	敷地内における配管工事に要する費用
	円
	円
	[bookmark: _GoBack]３３万円

	その他の費用
	円
	
	

	人口減少地域における定住促進のための補助金
	
	円
	１０万円

	合計
	円
	円
	


注1） 撤去に係る補助金は、みなし浄化槽又はくみ取り槽を全部撤去する場合のみ交付申請できるものとする。
注2） 概算工事見積額及び交付申請額記載欄の下段に対象となる基数を記載してください。
注3） 上限12万円は1基当たりの撤去費用の上限となります。1基当たりの撤去費用が12万円以下の場合、当該額が申請額となります。
３　添付書類
(１)　確認済証の写し（建築確認を要する場合に限る。）
(２)　受理済みの浄化槽設置届出書（一式）の写し
(３)　第７条検査に係る法定検査依頼書の写し
(４)　誓約書　　　　　　
(５)　賃貸人の承諾書（専用住宅を借りている場合に限る。）
(６)　浄化槽工事業者との工事請負契約書の写し　　　　　
(７)　浄化槽登録証の写し
(８)　登録浄化槽管理票（Ｃ票）　　　　　　　　　　　
(９)　宛名登録票　　　
(10)　市税の滞納がないことを証する書類
(11)　(1)から(10)までに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
